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略 語 

法 ······························· 法人税法（昭 40 法律第 34 号） 

令 ······························· 法人税法施行令（昭 40 政令第 97 号） 

規則 ····························· 法人税法施行規則（昭 40 大蔵省令第 12 号） 

地方法 ··························· 地方法人税法（平 26 法律第 11 号） 

地方令 ··························· 地方法人税法施行令（平 26 政令第 139 号） 

地方規則 ························· 地方法人税法施行規則（平 26 財務省令第 22 号） 

措置法 ··························· 租税特別措置法（昭 32 法律第 26 号） 

措置法令 ························· 租税特別措置法施行令（昭 32 政令第 43 号） 

措置法規則 ······················· 租税特別措置法施行規則（昭 32 大蔵省令第 15 号） 

耐用年数省令 ····················· 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭 40 大蔵省令第 15 号） 

震災特例法 ······················· 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する 

                 法律（平 23 法律第 29 号） 

震災特例法令  ···················· 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する 

                 法律施行令（平 23 政令第 112 号） 

震災特例法規則  ·················· 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する 

                 法律施行規則（平 23 財務省令第 20 号） 

復興財源確保法 ··················· 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財 

                 源の確保に関する特別措置法（平 23 法律第 117 号） 

令和２年旧法 ····················· 令和２年改正前の法 

新信託法 ························· 信託法（平 18 法律第 108 号） 

特定非営利活動促進法一部改正法 ··· 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平 23 法律第 70 号） 

 

(注)１ この手引は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度等分の法人税及び地方法人税の申

告書別表に対応しています。 

 ２ 令和４年４月改正規則附則第３項各号｟書式に関する経過措置｠に定める規定（連結納税制度

の見直しに伴う改正前の法人税法等の規定）の適用を受ける法人（令和２年旧法第２条第 16 号

｟定義｠に規定する連結申告法人を除きます。）の令和４年４月１日前に開始した事業年度（令和

２年旧法第２条第 12 号の７に規定する連結子法人の令和２年旧法第 15 条の２第１項｟連結事業

年度の意義｠に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含みます。）について

は、本文中、次の⑴から⑺までに掲げる規定には、それぞれ次に定める規定を含むものとしてご

使用ください。 

⑴ 法の各規定 その規定に対応する令和２年改正前法（令和２年改正法附則第 14 条第２項｟連

結納税制度の改正に伴う経過措置の原則｠の規定によりなおその効力を有するものとされる令

和２年旧法をいいます。以下⑵において同じです。）の規定 

⑵ 令和４年改正前の法の各規定 その規定に対応する旧令和２年改正前法（令和４年改正前の

令和２年改正前法をいいます。）の規定 

⑶ 措置法の各規定 その規定に対応する令和２年改正前措置法（令和２年改正法附則第 14 条第

２項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和２年改正法第16条の規定による改正

前の措置法をいいます。以下⑷において同じです。）の規定 

⑷ 令和４年改正前の措置法の各規定 その規定に対応する旧令和２年改正前措置法（令和４年

改正前の令和２年改正前措置法をいいます。）の規定 

⑸ 震災特例法の各規定 その規定に対応する令和２年改正法附則第 14 条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる令和２年改正法第23条の規定による改正前の震災特例法の規定 

⑹ 令の各規定 その規定に対応する令和２年改正前令（令和２年６月改正令附則第２条第２項

｟法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則｠の規定によりなおその効力を有するも



のとされる令和２年６月改正前の令をいいます。以下⑺において同じです。）の規定 

⑺ 令和４年改正前の令の各規定 その規定に対応する旧令和２年改正前令（令和４年改正前の

令和２年改正前令をいいます。）の規定 

 ３ 申告書用紙などの各種の様式は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/tet

suzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm）に掲載していますので御参照ください。 

 ４ 適用額明細書の添付について 

中小企業者等の法人税率の特例（措置法 42 の３の２）をはじめとする法人税関係の租税特

別措置の適用を受けようとする場合には、｢適用額明細書｣を作成し、法人税申告書に添付する

必要があります。 

適用額明細書の記載方法については、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/publi

cation/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm）に「租特透明化法に基づく『適用額明細書の記載

の手引（単体法人用）』」を掲載していますので御参照ください。 

 

 


